
「まちづくり活動の主役は、市民です」

新

愛称：地域の力こぶ増進計画
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愛称：地域の力こぶ増進計画とは

　前計画の「富士市まちづくり活動推進計画」を策定する際、計画内容が市民生活に密着したも

のであり、市民の皆様により親しみと興味を持っていただけるよう、計画の愛称を「地域の力こ

ぶ増進計画」としたものです。

　愛称は、市民に広く定着していることから、本計画においても継承することとしました。



は　じ　め　に

　近年、少子高齢化や人口減少の急速な進行に加え、生活様式や

個人の価値観の多様化などにより、近隣住民の交流が減少し、地

域の連帯感の希薄化が進んでおります。

　一方、地域における防災、防犯、青少年育成、福祉、環境など

の課題は多様化・複雑化しており、地域と行政が協働しながら、

地域の主体的なコミュニティ活動によって課題解決を図ることが

求められております。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、多人数が集ま

る機会や人と人とが接する機会が制限される中、地域においては、これまでの行事の役割を見

直すとともに、住民同士のつながりにデジタル技術を活用するなど、コミュニティ活動の新た

なスタイルを模索する動きが出始めています。

　本市では、概ね小学校の通学区域において、多くの市民が参画する、地区まちづくり活動が

活発に行われてきました。その強みを生かし、持続可能で足腰の強い地域コミュニティづくり

を進めるため、平成 24 年３月に「富士市まちづくり活動推進計画」（愛称：地域の力こぶ増進

計画）を策定しました。平成 26 年度には、各地区にまちづくり協議会が設立され、平成 28 年

11 月には富士市地区まちづくり活動推進条例（愛称：富士市まちづくり条例）を制定し、地

区の皆様と共に様々な取組を進めてまいりました。

　このたび、第１次計画の期間終了を受け、社会のあらゆる変化に対応し、持続可能で力強い

地域コミュニティを、市とまちづくり協議会をはじめとした地区の皆様との協働によって築き

上げるため、「新・富士市まちづくり活動推進計画」（第２次）を策定しました。

　私は、地区のことを最も理解している皆様が、地区の課題や将来像を共有し、その解決や実

現に向けて取り組むことのできる環境を整備していかなければならないと考えており、当事者

意識を持って地区の特性を生かしたまちづくり活動を行うことが、今後も持続可能な地域コ

ミュニティの構築につながるものと確信しております。

　本市は今後、各地区の目標実現と課題解決に向け、主体的な地区活動を推進できるよう、ま

ちづくりのパートナーとして、各地区の特性に応じたきめ細かな支援を提供してまいりますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、本計画の策定にあたり、多大なご尽力を賜りました各地区まちづくり協議会の皆様

をはじめ、ご協力を賜りました多くの皆様に心から御礼申し上げます。

 富士市長　小長井　義正　
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第１章　新・富士市まちづくり活動推進計画とは

１　富士市のまちづくり活動

❶ まちづくり活動とは 

　本計画のまちづくり活動とは、富士市地区まちづくり活動推進条例で定義された地区まちづ

くり活動を指し、「地域＊１の暮らしをより充実させていくため、地域住民が積極的に参加し、

主体的に行動すること」としています。

❷ 本市の地区　を単位とする地域コミュニティ 

　本市においては、古くから小学校区単位に公民館を設置し、ここを地域活動の拠点として、

様々な住民団体による地区まちづくり活動が活発に展開されてきた歴史があります。

　本計画では、本市で日常的に行われている、概ね小学校区の通学区域を範囲とする「地区」

を単位とした、まちづくり活動を対象とすることとして、その活動のさらなる活性化に向けた

方策について検討します。

【まちづくり協議会】

　平成 26（2014）年に各地区で設立されたまちづくり協議会は、平成 28（2016）年 11 月に

制定した「富士市地区まちづくり活動推進条例」によって位置付けられ、様々な分野におけ

る地域課題の解決に向けて、参画する団体・推進委員等の部会活動の調整を行い、活発な活

動を促進していくなど、多くの役割が求められています。

【町内会・区（自治会組織）】

　町内会・区は、一定の地域を単位として、住民同士の自由な意思によって結成される任意

の団体です。町内会・区の活動は、地域コミュニティを支えている最も基礎的な組織です。

　本市では、26 地区に 388 の単位町内会・区が組織されており、その上部組織として富士

市町内会連合会が設立されています。連合会は、本市の主要な団体として行政及び各種の地

域活動団体間の連絡調整を図りながら、お互いに協力し合って住みよい地域コミュニティの

実現をめざし、それぞれの地域にふさわしい活動の推進を図っています。

＊１
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【地区団体】

　地区や町内会・区を単位とした、防災、交通安全、防犯などの安全・安心分野や、青少年

育成、子育て支援、健康づくり、高齢者支援などの福祉分野、環境美化、ごみ対策などの環

境分野などで、団体が組織されています。

　また、行政から委嘱を受けた民生委員・児童委員などの各種推進委員も、まちづくり協議

会の中で部会に参画し、情報共有や連携を図りながら活動しています。

 

図表１　地域コミュニティの構成要素

 

※図表１は、地域コミュニティを構成する団体の関係図ですが、地区やまちづくり協議会に関

わらずに活動する団体も存在します。
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❸ 富士市のまちづくり活動のあゆみ 

　本市の各地区におけるまちづくり活動は、図表２　まちづくり活動年表のとおり、市内 26

地区において住民との協働でまちづくり活動の推進体制を整備するとともに、富士市まちづく

り活動推進計画や富士市地区まちづくり活動推進条例に基づく地区ごと特徴のある活動を推進

してきました。

図表２　まちづくり活動年表

年度

（西暦）
取組内容

昭和 59 年

（1984）

「ふじ 21 世紀プラン」の策定に伴い「地域の問題は地域住民が中心になって

取り組む」という考えで地区別計画を作成するため、20 地区に「まちづく

り会議」発足

地区別計画が各地区で完成し、「まちづくり会議」解散

昭和 61 年

（1986）

「ふじ 21 世紀プラン」の発行に伴い、住民が主体となって市内 14 地区にお

いて各地区「まちづくり推進会議（会）」設立

平成 20 年

（2008）

富士川町との合併により、市内 26 地区において「まちづくり推進会議（会）」

設立

組織改正により「公民館」から「地区まちづくりセンター」へ名称変更し、

４ブロック（中部、東部、西部、南部）から６ブロック（中部、東部、北部、

南部、西部、北西部）に変更

平成 24 年

（2012）

「富士市まちづくり活動推進計画」

（地域の力こぶ増進計画：第１次実施計画）施行

平成 26 年

（2014）

市内 26 地区において「まちづくり推進会議（会）」が解散され、「まちづく

り協議会」設立

平成 28 年

（2016）
「富士市地区まちづくり活動推進条例（富士市まちづくり条例）」施行

平成 29 年

（2017）

「富士市まちづくり活動推進計画」

（地域の力こぶ増進計画：第２次実施計画）施行
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図表３　富士市 26 地区区域図                      
中部ブロック 

吉原地区 

北部ブロック 
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東部ブロック 
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２　計画策定の趣旨

　富士市では、概ね小学校の通学区域において、多くの市民の参画の下、住民主体の地区まち

づくり活動が活発に行われてきました。こうした本市独自の地区まちづくり活動による様々な

取組により、身近な地域における人と人の繋がりが強まり、高い地域力が形成されてきました。

　このような背景の中、平成 28（2016）年 11 月に制定した「富士市地区まちづくり活動推進条例」

では、「地域の課題は地域が解決する」という地区まちづくり活動の意義を市民一人ひとりが

認識するとともに、まちづくり協議会と行政が連携して地域コミュニティの活性化に取り組ん

でいくことが重要であるとしています。

　これからの地区まちづくり活動を進めるためには、町内会・区をはじめとする地区団体から

構成され、各地区の目標像の実現に向け「まちづくり行動計画」を策定したまちづくり協議会

が、課題解決を図る地区まちづくり活動を主体的に推進していくことが不可欠です。

　また、「地域の課題は地域が解決する」という考えに基づき、より良い地区の将来に向けた

事業を、地区が自ら財源や権限を持って運営していくことが重要であると考えます。

　さらに、これまでの地区に対する一律的な支援から、各地区の特性に応じたきめ細かな支援

を提供する、地区に寄り添った伴走支援への移行が必要です。

　富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画の計画期間の終了にあたり、まちづくり協議

会と行政がまちづくりのパートナーとして適切な役割分担により課題を解決していく地域内分

権＊ 2 を目指し、新たな富士市まちづくり活動推進計画を策定します。

　なお、本計画の策定には、未来のあるべき姿を起点として施策を導き出すバックキャスティ

ングの思考法を取り入れました。
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図表４　計画策定図

 

※伴走支援

行政と地域コミュニティの関係（パートーナーシップ）を対等に近づけていくために、従来

の行政からの一律的な支援に加え、地区団体と行政が相互の課題と役割を認識した上で、各

地区の特性に応じたきめ細かな支援を提供することを意味します。



7

３　計画の位置付け

　「富士市地区まちづくり活動推進条例」は、基本理念を（1）市民等が自発的かつ主体的に取

り組むこと、（2）市民等がまちづくりの担い手として、等しく参画する権利を有すること、（3）

市民等と市が対等な関係でお互いの役割を理解して協働することとしています。

　本計画は、「富士市地区まちづくり活動推進条例」の目的や基本理念を具現化するとともに、

第六次富士市総合計画や他関連個別計画との整合を図り、さらには、各地区で策定された地区

まちづくり行動計画の下支えとなる計画です。

　また、地区ごとに策定される「まちづくり行動計画」は、「富士市地区まちづくり活動推進条例」

に基づきまちづくり協議会を中心とした地区団体が主体的に行うまちづくり活動の根幹となっ

ており、「第六次富士市総合計画」の地区別のまちづくり行動計画として位置付けられます。

　加えて、本計画では、ＳＤＧｓ＊５の理念の導入とデジタル変革の推進を基本姿勢として、

各施策の推進を図ります。

図表５　計画の位置付け
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４　計画期間

　令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間

　本計画の期間は、「第六次富士市総合計画　前期基本計画」の期間と整合を図り、令和４

（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。

図表６　計画期間

◆これまでの各計画の期間

年

度

H23

（2011）

H24

（2012）

H25

（2013）

H26

（2014）

H27

（2015）

H28

（2016）

H29

（2017）

H30
（2018）

R1
（2019）

R2

（2020）

R3

（2021）

計

画

第五次富士市総合計画

富士市まちづくり活動推進計画（地域の力こぶ増進計画）

（第１次）平成 24（2012）年～

第１次実施計画 第２次実施計画

各地区まちづくり行動計画（第１次）

◆これからの各計画の期間

年

度

R4

（2022）

R5

（2023）

R6

（2024）

R7

（2025）

R8

（2026）

計 

画

第六次富士市総合計画（前期）

新・富士市まちづくり活動推進計画（地域の力こぶ増進計画）

（第２次）令和４（2022）年～

各地区まちづくり行動計画（第２次）
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第２章　まちづくり活動推進に向けた課題

１　まちづくり活動を取り巻く現状

❶ 人口減少の進行・単独世帯の増加 

　市内の多くの地区において、人口や世帯人数の減少が進行するとともに、価値観やライフス

タイルの多様化等を背景に、単独世帯の増加が進んでいます。
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❷ 地域コミュニティの現状 

　本市では、平成 26（2014）年に全地区にまちづくり協議会が設立されました。まちづくり

協議会には、構成団体としてまちづくり活動を行う各種団体が参加しており、部会（委員会）

制を採用し、地区の特色を生かしたイベントや住民の交流を図る事業等を行っています。

　また、各地区は、その成立ちや歴史、人口の増減率や高齢化率の相違、平坦地や山間部など

様々な特性があるため、抱える課題や目指す将来像も異なります。

❸ まちづくり活動を行うまちづくり協議会や地区団体の運営資金の現状 

　本市のまちづくり活動を行う地区団体の運営資金は、各地区町内会連合会からの助成と行政

等からの使途が定められた補助金が主になっています。

　富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画の進捗状況を確認した第２次実施計画懇話会

の委員や各地区まちづくり協議会を対象とした調査では、活動資金が行政からの補助金を合わ

せても厳しい状況であり、独自に新しい事業を行うのは大変であるという意見があります。
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❹ まちづくり活動に参画する人材の現状 

　市民のまちづくり活動への参加意欲は、それほど積極的なものではなく、町内会・区を通し

て依頼されたため参加したというケースが最も多くなっています。地区団体からは、役員等の

人材の固定化や慢性的な成り手不足を危惧する声が聞かれています。

　また、富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画懇話会からは、子ども会やＰＴＡ等の

若い人にまちづくり活動へ参画して欲しいという意見もあります。

＊問６の活動：自己啓発や趣味、スポーツを広めるための生涯学習推進活動、ウォーキングや健康体操の企画などの健康づく

り活動、地域のイベント（祭り、運動会など）の企画・運営、地域のイベント（祭り、運動会など）への参加、地域の清掃

などの美化運動、防災・消防訓錬などの自主防災活動　

　　　　　　　 　出典：第 48 回世論調査（令和元年）



12

第 
２ 
章

❺ まちづくり協議会に対する認知度 

　本市の各地区まちづくり協議会に対する住民の意識については、①名前も活動内容も知らな

い②名前を知っているが、活動内容は知らないという意見が多数を占めており、まちづくり協

議会の認知度は低い状態です。

　また、まちづくり協議会に対する住民の主な期待は、時代に合った新たな活動や世代交流、

地域の絆づくりなどとなっています。
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❻ 地区団体等への依頼事項の増加 

　行政等は、各部署の施策推進において、町内会・区等に多くの調査を依頼することで、詳細

な情報の収集や広く住民の声を反映していますが、その一方で、地区団体の役員会議や行政懇

談会から、「行政からの依頼事項は地区役員の負担感を増加させている」との意見があげられ

ています。

❼ 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響 

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人と人との交流を控える行動が推奨されたことや、

まちづくり活動の拠点である地区まちづくりセンターの使用制限で会議やイベント等の実施が

できなかったことから、まちづくり活動の停滞が起こりました。
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２　第２次実施計画の主な取組内容の検証と評価

　平成 29（2017）年度から令和３（2021）年度までを期間とした「第２次実施計画」に位置

付けた取組内容の進捗状況に基づき、自己評価を行いました。

　なお、評価の方法としては、取組が完了したもの（◎）、取組を行ったが、本計画でも引き

続き取り組む必要のあるもの（○）、取組が低調であったため、本計画でも引き続き取り組む

もの（△）の３段階で示しています。

富士市まちづくり活動推進計画　　第２次実施計画の評価

基本
指針

計画の
視点

目標
具体的な

方策
評
価

主な取組内容等

社
会
情
勢
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
、
足
腰
の
強
い
、

将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

計
画
推
進
体
制

地区の意見や

提案を反映し

た、的確な市

の支援を展開

する。

まちづくり協議会

会長連絡会や懇話

会等を定期開催し、

市の具体的な支援

のあり方を検討

○

まちづくり協議会会長連絡会を定期開

催し、平成 29（2017）年度から「富士

市まちづくり活動推進計画第 2 次実施

計画懇話会」を開催している。第 2 次

実施計画を進めるにあたり、住民主体

のまちづくり活動のあり方やまちづく

り協議会に対する行政の支援策につい

て幅広く意見を求めることができた。

活
動
実
施
体
制

まちづくり協

議会の基盤を

強化する。

まちづくり協議会

運営に関する財政

支援

○

平成 29（2017）年度からまちづくり協

議会活性化補助金を導入し、活動資金

の一本化に向けた制度改革を進め、行

政内の各種補助金をまちづくり協議会

活性化補助金へ項目追加の検討を進め

ている。

活動をサポートす

る事務局体制に向

けた人的支援

○

まちづくりセンターがまちづくり協議

会の事務局支援を行い、活動のサポー

トを行った。

わかりやすい会計

事務に関する支援
○

平成 30（2018）年度からまちづくり協

議会の役員に向けて、会計・広報講座

を開催し、まちづくり協議会総務部門

の実務スキル向上に向けた支援を行っ

た。
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富士市まちづくり活動推進計画　　第２次実施計画の評価

基本
指針

計画の
視点

目標
具体的な

方策
評
価

主な取組内容等

社
会
情
勢
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
、
足
腰
の
強
い
、

将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

ひ
と
づ
く
り

地区まちづく

り活動に関わ

る人を増やす。

若者世代が関わり

やすい環境づくり
○

富士市立高校のカリキュラムである

「究タイム」を通じて、各地区まちづ

くり協議会との連絡調整を行い、世代

間でのまちづくりに対する情報共有を

図った。

アクティブシニア

が関わりやすい環

境づくり

○

富士市内のイベントでの情報提供、市

役所退職予定の職員へまちづくり活動

参加への啓発を行った。

世代間交流の場づ

くりの支援
△

現在の「まちづくり交流会」は、主に

まちづくり協議会の役員が参加してお

り、多世代の住民参加までには至って

いない。

市職員の参画推進 ○

まちづくり地区担当班は、毎年まちづ

くり地区担当班長会議で研修や講演会

を行うなど、まちづくり活動推進計画

の周知を図り、地区のまちづくり活動

への参画を推進した。
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富士市まちづくり活動推進計画　　第２次実施計画の評価

基本
指針

計画の
視点

目標
具体的な

方策
評
価

主な取組内容等

社
会
情
勢
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
、
足
腰
の
強
い
、

将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

活
動
の
場
・
連
携

まちづくり協

議会と様々な

主体とのつな

がりをつくる。

まちづくりセン

ターの環境整備
○

まちづくりセンターの長寿命化を図る

事業計画を策定し、改築事業等の施設

整備を計画的に進めており、施設のユ

ニバーサルデザイン化を推進し、施設

を改善した。

地区内連携と地区

連携を深めるため

の支援

○

平 成 29（2017） 年 度 か ら 年 1 回「 ま

ちづくり交流会」を開催し、地区間の

情報交換の機会を創出した。平成 26

（2014）年度よりまちづくり協議会会長

連絡会を年 2 回開催した。また、各地

区の特徴的な活動を紹介する広報紙と

して「コブタレポート」を年 2 ～ 3 回

発行し、地区間の交流を促進した。

ＮＰＯや企業の取り

組み等との連携を

深めるための支援

△

まちづくり協議会へＮＰＯ法人の一覧

や地区との連携事例等の情報提供を

行った。一部の地区において、防災を

中心とした企業連携が図られている

が、全地区での取り組みまでは広がっ

ていない。

効果的な情報共有・

情報発信のための

ＩＣＴ＊６技術の活

用に向けた支援

◎

令和 3（2021）年度にまちづくり協議

会デジタル推進補助金を創設し、地区

の会議や連絡手段等のデジタル化を支

援した。

　第２次実施計画に位置付けられた取組は、「計画の推進体制及び活動の実施体制」、「ひとづ

くり」、「活動の場の連携」の３つの視点に基づき実施してきました。

　「計画の推進体制」については、まちづくり協議会会長連絡会や富士市まちづくり活動推進

計画第２次実施計画懇話会を開催しました。

　「活動の実施体制」については、まちづくり協議会の基盤を強化することを目標に実施し、

富士市まちづくり協議会活性化補助金の導入を行ったほか、まちづくりセンターの指定管理者

制度をモデル地区において導入しました。
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　「ひとづくり」については、地区まちづくり活動に関わる人を増やすことを目標に実施し、

まちづくり交流会などを行うことができましたが、新たな担い手の確保や世代間交流などの課

題が残っています。

　「活動の場・連携」については、まちづくり協議会と様々な主体との繋がりをつくることを

目標に実施し、デジタル化の推進などを実施しましたが、企業やＮＰＯとの多様な団体との連

携などへの取組は不十分です。

　主な取組の検証と評価において、「〇」「△」と評価した方策については、新たなまちづくり

活動推進計画の個別施策に取り込み、引き続き取り組んでいきます。
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３　課題整理

　まちづくり活動の推進を取り巻く現状や第２次実施計画の評価を踏まえ、課題を次のとおり

整理しました。

❶ 課題解決力の向上  

　目標とする将来像は各地区で異なり、それぞれの将来像に向かって課題を解決していくこと

が必要です。このためには、地区住民が自ら考え、決定する力や、地区が主体となって事業を

実施する力の向上が必要です。

❷ 運営資金力の向上 

　補助金制度は整備されていますが、まちづくり活動をより一層推進するためには、運営資金

力の新たな確保、適正な配分を行える力の向上が必要です。

❸ 多様な立場にある住民の参画促進 

　まちづくり活動は、さまざまな団体の活動により成り立っています。そのため、活動の合理

化や充実のためには、各地区の団体間の相互理解や連携が必要です。また、まちづくり活動を

より充実したものとするために、活動の周知・啓発等により、「誰ひとり取り残さない」社会

の実現というＳＤＧｓの視点に立ち、多様な立場にある住民の参画を促進することが必要です。

❹ まちづくり活動の情報共有 

　令和元（2019）年度に実施した第 48 回世論調査では、まちづくり協議会について「名前も

活動も知らない」という人が最も多く、まちづくり協議会に関する情報発信が十分でない状況

です。

　まちづくり活動の活性化や多くの住民にまちづくり活動への参画を促すためには、まちづく

り協議会に関する情報を地区内外へ発信し共有することが必要です。

　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応するとともに、あらゆる世代で情報を共

有するために、これまでの紙媒体に加え、デジタル通信などの伝達手段を活用することも必要

です。
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❺ まちづくり協議会の組織体制の強化と庁内推進体制の整備 

　各地区まちづくり協議会では、「まちづくり行動計画」を策定し、まちづくり活動に取り組

んでいるものの、団体間の相互理解や連携、活動の合理化は今後も推進していく必要がありま

す。

　行政においても、まちづくり協議会や構成団体の活動内容の情報を集約・共有・検討できる

仕組みが整っていません。

　まちづくり活動を更に推進するためには、行政内においてまちづくり活動の情報を横断的に

共有する仕組みが必要です。
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第３章　計画の基本指針と目標像

１　計画の基本指針

　本市では、平成 24（2012）年 3 月に策定した「富士市まちづくり活動推進計画」において、

基本指針を示し、まちづくり協議会の設立とそれに伴う組織の再編支援、「富士市地区まちづ

くり活動推進条例」の施行など、具体的な施策を展開し、取り組んできました。

　今後も社会情勢に対応し、まちづくり活動を更に活性化させるためには、まちづくり協議会

を中心とする地区団体と継続的な取り組みが必要であることから、これまでの基本指針を継承

します。

　基本指針

　　　社会情勢の変化に柔軟に対応できる、足腰の強い、

　　　将来にわたって持続可能な地域コミュニティづくり
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２　目指す地域コミュニティの目標像

　各地区まちづくり協議会では、市民等が主体となる地区まちづくり活動を進めるとともに、

地区それぞれの特性や課題をもとに理想の地区の姿を目指し、まちづくり行動計画を策定して

います。

　これらを踏まえ、まちづくり協議会が、行政等との協働を推進し、主体的に地区の課題解決

に向けた活動を進めていくことを目標とするため、目標像を以下のように設定しました。

　

≪目標像≫

各地区まちづくり協議会の主体的な活動による

自律的な地域コミュニティの形成

　自律的な地域コミュニティの実現に向けた目標像のイメージは、次のとおりです。

課題 目標像のイメージ

５

つ

の

方

針

① 課題解決力の向上
目指す将来像を見据え、自ら課題解決に向

けた事業を実施している状態

② 運営資金力の向上

目標達成（目的）に必要な活動予算を適切

に配分するとともに、地区自らが新たな活

動資金を獲得できる状態

③
多様な立場にある住民の参

画促進

多様な立場にある住民がまちづくり活動に

参画する仕組みがあり、それぞれの立場か

ら意見を述べられる状態

④ まちづくり活動の情報共有

地区内、行政内で情報共有できる仕組みを

構築し、その情報に基づき目標達成に向け

た活動を行っている状態

⑤
まちづくり協議会の強化と

庁内推進体制の整備

総務・企画・広報の事務局機能を強化し、

行政との協働等による目標達成に向けた活

動を行っている状態
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３　目標像実現による未来の姿

　本計画で目指す地域コミュニティを具現化するために、ＳＤＧｓの考え方としても用いられ

る、バックキャスティング（backcasting）思考を用いて、「未来のあるべき姿」を想定しました。

　本計画では、「未来のあるべき地域コミュニティの姿」を起点として、現状から逆算して導

き出されるプラン（施策）を考えています。

　各地区まちづくり協議会の「未来のあるべき姿」として、主に 3 つの具体的な地域コミュニ

ティの姿を示します。
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未来の姿 1　将来の成長に向けた資源の適切な配分が行われています。

　まちづくり協議会では、まちづくり行動計画に照らし合わせ、優先すべき課題を抽出（設定、

決定）し、課題解決に向けた事業に応じた会計予算を編成しています。また、コミュニティビ

ジネス＊７等によりまちづくり協議会が活動資金を生み出し、活性化（住民の生きがいづくり）

に繋がっています。

　行政では、まちづくり協議会が自ら課題解決のための活動を行いやすくするため、庁内各課

が地区団体へ支出している各種補助金等を統合・一元化し、幅広いまちづくり活動が補助の対

象となる包括的補助金の制度設計ができています。

未来の姿 2　地区の魅力が向上し、地区への関心が喚起され地域愛の育成が図られ

ています。

　まちづくり協議会では、隣近所の人々をはじめ、行政、地元の企業や各種団体との交流を通

して、課題解決のための情報交換の場や協力体制が構築されています。また、多くの住民が地

区の自然環境や資源を有効活用した地域の絆をつなげる事業に参加し、その取り組みを情報発

信することにより地区への誇りや地域愛が育まれています。

　行政では、個々の職員が主に居住地区の活動団体「まちづくり地区班」に所属し、一住民と

してまちづくり活動に積極的に参加しています。さらに、行政職員として培った知識や経験を

活かしアドバイスを行うなど、地区団体と行政のかけ橋となっています。
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未来の姿 3　自発的に生活様式の変化に応じた活動の見直しが行われています。

　まちづくり協議会では、ＩＣＴを活用することなどにより、地区内の課題発見・把握や他地

区と相互に情報共有することが容易になります。これにより、継続している活動について地区

の実情に合っているのかを、検証・整理ができます。また、デジタル化による合理化や効率化

を進めることにより、住民が多様な環境においても活動の継続が可能になっています。

　行政では、地区の課題を全庁的に把握できる情報共有の場が設定されています。これにより、

まちづくり活動への明確な方針も庁内で共有することができます。また、庁内担当課が連携し、

地区の実情・変化に応じた最適な行政サービスを提供できています。
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第４章　方針と施策

　まちづくり活動の主役は、市民です。地区まちづくり活動の主役であるまちづくり協議会の

主体的な活動を推進すると共に、目標像実現に向け、5 つの課題に対応した方針と 19 の個別

施策を展開します。本計画では、ＳＤＧｓの理念の導入とデジタル変革の推進を基本姿勢とし

て、各施策の推進を図ります。

図表７　施策体型図

基本指針 目標像 方針
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　また、個別施策を横断する総合的な施策として、「（1）包括的な施策展開による力強い地区

まちづくり活動の推進」「（2）地区住民と行政の協働で牽引する富士市の地区まちづくり」「（3）

行政内の体制整備」を併せて実施します。

個別施策 総合的な施策
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１　方針と個別施策

　本計画の目標像である「各地区まちづくり協議会の主体的な活動による自律的な地域コミュ

ニティの形成」の実現に向け、各方針と施策に基づく取組は以下の通りです。また、各施策が

寄与するＳＤＧｓの 17 のゴールと、各取組の性質をアイコンで示しています。

方針（1）課題解決に対応できる体制づくりの支援

 〜自律的な地域コミュニティ形成　　

　自律的な地域コミュニティ形成に向けて、地区住民と行政が課題認識を深め、相互の協議を

始められるよう、自律的な地区運営の機能強化に向けた支援とまちづくり活動の情報共有体制

の拡充を進めます。

施策 1）自律的な地区運営の機能強化に向けた支援

　本市が目指す地域コミュニティの姿を地区住民と行政が共有し、地区の主体性に基づく課

題解決方法をともに考え、自律的な地域コミュニティを形成していくための体制づくりを進

めます。

①　課題解決協働事業の推進 　　

　地区の状況や課題に対応した新たな活動を推進します。特に、先駆的に取り組もうとする

活動については、チャレンジ精神を尊重し、最大限の成果を発揮できるよう、まちづくり協

議会と行政の合同研修や外部視察研修等を協働して取り組みます。さらに、その効果を検証

するとともに市内全地区へ普及していくための方策をまちづくり協議会と行政が協働して研

究を進めます。

協働

協働

支援

行政
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②　全地区まちづくり協議会の協議機関支援 　

　各地区まちづくり協議会が連携、協議する場として、まちづくり協議会会長連絡会又は（仮

称）「富士市まちづくり協議会連合会」を支援し、各地区の情報共有等を図るため、部会別

会議開催等について支援します。

③　地区まちづくり活動を支える庁内体制づくりの強化 　 

　本市が目指す地域コミュニティづくり（地域内分権、行政とまちづくり協議会の役割の明

確化等）の方針やその進捗状況を測定するための成果指標及び目標値を設定し、進捗状況を

管理します。また、各担当部署間の連携や権限の譲渡など全庁的な支援体制について協議し、

調整を図ります。

施策 2）地区まちづくり活動の情報共有体制の拡充

　地域コミュニティと行政など各立場の間で本市の地区まちづくり活動の情報共有ができる

よう体制を整えます。

①　まちづくり協議会間の情報共有の活性化支援 　

　各地区まちづくり協議会の実践事例等が集約化され、地区間で情報が活用、循環されると

ともに、市内外に発信されるよう情報共有の仕組みを構築します。また、まちづくり交流会

を実施して、活動状況や課題を共有することで、役員同士の学び合いを推進します。

②　まちづくり協議会と行政の情報共有 　　

　行政は適切な施策の実施に努め、まちづくり協議会が主体的な事業の実施に取り組むこと

ができるよう、定期的な情報共有を行います。

③　全庁的な情報共有の強化 　

　本市の地域コミュニティづくりに関する方向性や地区団体の活動状況、まちづくり活動に

関連する各部署での施策の進捗状況などの情報を共有し、活用できるよう仕組みを強化しま

す。

支援

行政

支援

協働

行政
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方針（2）地区まちづくり活動への財政的支援

 〜柔軟な運用・裁量と自由度の拡大　　

　地区の課題解決に必要な活動予算を適切に配分するとともに、地区団体が新たな活動資金を

確保できるよう、会計管理の強化に向けた支援や、地区の実情に即した活動の推進に向けた財

政支援の充実を進めるとともに、活動の充実に向けた幅広い活動資金の獲得への支援を進めま

す。

施策 1）会計管理の強化に向けた支援

　活動目的が明確な予算書と成果が把握できる決算書の作成及び透明性の高い会計処理を行え

るように支援します。

①　会計講座の実施 　

　専門的な知識が無くても標準的な会計処理ができるよう、地区役員を対象とした会計講座

を継続して実施します。

②　会計ガイドラインの作成 　

　地区の課題に対応した適切な予算配分ができるよう、活動目的が明確な予算書と成果が把

握できる決算書の作成等について会計ガイドラインを作成するとともに、研修を行い、活用

を促進します。

③　会計チェック体制の構築 　

　まちづくり協議会における会計処理が、適正かつ透明性を図れるよう、外部組織がチェッ

クする体制を整備します。

支援

支援

支援
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施策 2）地域コミュニティの実情に即した活動の推進に向けた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政支援の充実

　まちづくり協議会が、市の各種補助金を容易かつ柔軟に利用できるよう、富士市まちづくり

協議会活性化補助金制度の充実を図り、まちづくり協議会が取り組む重点的な事業へ予算を配

分する裁量を拡大できるよう検討します。

①　まちづくり協議会活性化補助金制度の拡充 　 

　まちづくり協議会が地区の課題解決を図る上で、優先する事業に予算配分ができるよう、

行政は各種補助金の統合に向けた庁内協議を継続し、活性化補助金制度の充実を図ります。

また、市の各種補助金を、まちづくり協議会に集約することで、地区団体の申請手続きにか

かる負担が軽減されます。

②　一括交付金制度の調査研究 　  

　活性化補助金を更に進化させ、まちづくり協議会の裁量で事業予算への配分が可能となる

一括交付金制度の導入に向けて、調査研究を進めます。

施策 3）活動の充実に向けた幅広い活動資金獲得への支援

　地区団体が持続的かつ円滑に活動ができるよう、幅広い活動資金の獲得に向けた支援を進め

ます。

①　各種補助金制度や助成制度等に関する情報提供と相談 　

　市の各種補助金はもとより、市以外の各種団体が実施している補助金制度や助成金等に関

する情報を行政が収集し、地区へ提供します。

　また、地区団体がそれらの補助金を活用できるよう、行政が相談窓口となって支援します。

②　活動資金獲得への支援 　

　補助金以外のコミュニティビジネスによる事業収入やクラウドファンディング＊８など、

新たな活動資金を自ら得られる方法を地区団体と行政が協働で研究し、地区での活用を推進

します。

行政

行政

支援

支援
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方針（3）次代を担う人材育成への支援

 〜人が育つ活動支援　　

　地区住民やＮＰＯ等の市民活動団体、企業等さまざまな人材がまちづくり活動に参画できる

よう、参画機会の提供や、市職員のまちづくり活動への参画を促進します。また、地区の課題

解決力強化に向けた支援を行うことで、活動の拡充に必要な新たな人材の参画機会を創出し、

円滑な組織運営ができるよう支援を進めます。

施策 1）地区の課題解決力強化に向けた支援

　まちづくり協議会が課題を正確に把握し効果的に解決できるよう、行政は積極的に情報提供

するとともに、活用方法の指導及び活動検証体制整備への支援を通じ、地区の活動力を強化し

ます。

①　地区の課題把握とまちづくり活動の担い手発掘への支援 　

　行政は、まちづくり協議会が解決を求められている課題を正確に把握できるよう、各種調

査等で把握した地区の特性を提供します。

　また、地区住民の中で、まちづくり活動に興味があるが参加できていない人材の把握に努

め、それらの人にまちづくり活動の情報を提供することで、人材のマッチングを図ります。

　さらに、発掘した人材に対しまちづくり活動の参考になる情報の提供や研修を実施するこ

とにより、人材育成を図ります。

②　課題の検証を通したまちづくり活動への理解の促進  　

　地区住民が、課題解決への取組状況や活動結果を客観的に把握し分析できるよう、行政は

活動振返シートのフォーマットを提供し、まちづくり行動計画に基づく活動の進捗状況につ

いての検証作業を支援します。

　また、専門家によるアドバイス等を通して、活動の拡充を支援します。

③　企業・ＮＰＯ等との連携の促進 　　

　専門的な知識や技術を地区の取り組みに活用し、活動の拡充が進められるよう、まちづく

り協議会と行政は協働して企業・ＮＰＯ等との連携を図ります。

支援

支援

協働
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施策 2）円滑な組織運営に向けた支援

　まちづくり協議会が課題解決に向けた活動を継続して行うことができるよう、総務企画担当

役員への研修等を行うとともに、参考となる情報を提供します。また、行政は地区団体の円滑

な組織運営を促進するため、委嘱委員の見直しを進めます。

①　地区まちづくり活動の運営を担う総務企画担当役員の研修  　

　行政は、総務企画部担当役員を対象にした円滑な地区運営方法についての研修を実施しま

す。

②　市が地区団体等へ委嘱している各種委員の見直し 　 

　行政は、地区団体がまちづくり活動に集中して取り組むことができるよう、地区団体に委

嘱している各種委員の見直しに向けた庁内協議を進めます。

③　役員選出に関する参考事例の情報提供 　

　行政は、役員選出や引継ぎ及び役員研修を行っている市外・県外の先進事例を調査し、地

区団体に情報提供を行うことで役員選出の仕組みづくりを促進します。

施策 3）多様な立場の人々の参画促進

　地区団体が持続的かつ円滑な活動ができるよう、専門性を持った住民や女性の役員への登用、

外国人市民の活動参加に向けた情報発信を促進します。

①　新たな参画の促進 　

　行政は、地区団体が女性を役員へ登用しやすくなるよう、地区団体へ働きかけるとともに、

男女共同参画の普及・啓発を行います。

　また、増加する外国人市民にもまちづくり活動に参加してもらえるよう、「やさしい日本語」

を活用した地区団体による情報発信を支援します。

支援

行政

支援

支援支援
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②　人材育成に関する庁内関係部署との連携促進 　 

　地区の課題解決に向けた活動に必要な知識を身につけることができるよう、各課が地区住

民を対象とした研修を実施する際は、地区の人材育成や活動に繋がるような内容とするよう

努めます。

　また、富士市立高校が授業の一環として実施している市役所プラン＊９との連携を図りま

す。

施策 4）市職員のまちづくり活動への参画促進

　まちづくり協議会が持続的かつ円滑に活動ができるよう、市職員のまちづくり活動への参画

を進めます。

①　市職員向けまちづくりハンドブックの活用 　 

　職員向けまちづくりハンドブックを活用し、まちづくり活動に対する市職員の理解を深め、

まちづくり活動への参画を促します。

②　市職員まちづくり地区担当班の活性化 　  

　市職員まちづくり地区担当班の役割や位置付けを明確にし、地区団体と行政とのパイプ役

として関係性を高められるように努めます。

③　まちづくり地区担当職員制度の研究　 　 

　地区の課題解決に貢献できるよう、まちづくり地区担当班長などの責任ある立場の職員が、

職務としてまちづくり活動に参画する手法を研究します。

行政

行政

行政

行政
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方針（4）まちづくり活動の推進に必要な情報の提供

 〜情報活用力向上　　

　まちづくり協議会が円滑に、また効果的に課題解決していくために必要な情報を提供し、ま

ちづくり活動に活用できるよう支援します。また、まちづくり協議会と行政双方が迅速に共有

できるよう庁内体制を検討します。

施策 1）まちづくり活動の参考となる情報の提供

　地区の課題を正確に把握し、効率的・効果的に解決できるよう、先進事例や社会動向などの

各種情報を収集し、まちづくり協議会へ提供します。

①　参考情報の収集と周知 　　

　企業の地域貢献活動の情報や先進自治体の事例、社会動向といったまちづくり活動に活用

できる情報を積極的に収集し、まちづくり協議会へ提供します。

　また、まちづくり協議会からより多くの住民に届けられるよう、ＳＮＳ＊ 10 や動画配信な

ど地区内への新しい情報伝達手法・内容を協働で研究します。

施策 2）地区内の課題把握に向けた支援

　地区内の情報共有と課題整理を容易にするため、地区にあるさまざまな情報の可視化と対話

を促す支援を行います。また、まちづくり活動に有効に活かせるよう地区への支援を進めます。

①　地区カルテ＊ 11（地区内情報）の活用 　 

　行政は、各種統計データを基に地区カルテを作成し、定期的に更新し、提供します。また、

地区カルテをまちづくり活動に有効に活用できるよう、まちづくり地区担当班員へ研修など

を実施します。

②　住民アンケート調査による地区の課題把握に向けた支援 　　

　地区住民の意見を正確に把握するため、まちづくり協議会による住民アンケートの実施と

収集した情報をまちづくり活動に有効に取り入れていくための情報分析を支援します。

協働

行政

協働
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③　多様な価値観を持つ人との交流支援 　

　文化や国籍の違いなどの垣根を超え、多様な交流を図ることにより、今まで気づきにくかっ

た新たな課題発見に繋がる活動を支援します。

施策 3）まちづくり活動の情報発信強化に向けた支援

　行政は、新たな人材発掘、地区内の交流に繋がる広報活動の活性化や体制づくりを支援しま

す。加えて、デジタル技術等を活用して、各地区の状況を集約し、発信するための仕組みづく

りを支援します。

①　地区広報の発信に向けた支援 　

　まちづくり活動の情報を地区内へ、よりわかりやすく発信する活動の活性化や広報体制づ

くりを支援します。

②　幅広い住民への情報提供支援 　

　外国人市民の増加を受け、多言語や「やさしい日本語」による情報提供などが求められて

いることを踏まえ、行政はより幅広い市民への情報提供に向け、広報活動を支援します。

③　デジタル化の促進 　　

　地区内におけるまちづくり活動の情報共有と活動の効率化のため、リモート会議やＳＮＳ、

地域コミュニティ向け情報共有アプリ等の利用について、デジタル化を行政と地区団体が協

働で研究します。

施策 4）地区間の情報共有の促進

　まちづくり行動計画の進捗状況など、地区間の情報交換ができる場を提供します。

①　まちづくり交流会の充実 　　

　まちづくり行動計画の進捗状況や活動事例発表などを行う「まちづくり交流会」を各地区

まちづくり協議会と協働開催します。交流会では、各地区の活動へのヒントを得るとともに、

地区特性に応じた情報交換や学び合いなどが効果的に行われるよう支援します。

支援

支援

支援

協働

協働



36

第 

４ 

章

施策 5）市内外への発信

　まちづくり活動を広く周知し、まちづくり協議会の認知度を向上するため、地区と行政は、

協働で情報発信を行います。

①　まちづくり活動の情報発信支援 　　

　ラジオ、ＳＮＳ、ウェブサイトなどのさまざまなメディアを活用し、本市の地区まちづく

りの情報発信を支援します。発信手段や使用メディアの選択、発信のしやすさなど、効果的

な手法を協働で研究します。

②　行政によるまちづくり活動の情報発信 　 

　行政は、「広報ふじ」「コブタレポート」のほか、マスメディアを活用し、本市全体のまち

づくり活動の情報発信を推進します。

施策 6）まちづくり活動に関する庁内情報共有体制の整備

　まちづくり活動に関する庁内の情報共有体制を整備し、有効な情報を積極的に共有できる体

制づくりを進めます。

①　全庁的な情報共有の場の創設 　 

　地区に関する施策の進捗状況やまちづくり活動で発見された全市的な課題になりうる事案

などを、行政内で共有するために各部署を横断した情報共有体制を作ります。

協働

行政

行政
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方針（5）事務局機能の充実に向けた支援

 〜総務・企画・広報機能の充実　　

　行政は、まちづくり協議会が課題解決への新たなチャレンジが始められるよう、総務・企画・

広報部門の機能強化に対する支援を行うとともに、地区の状況に応じた運営の合理化促進やそ

れに対応した庁内推進体制を整備します。また、地区まちづくり活動の拠点であるまちづくり

センターの整備を進めます。

施策 1）地区の状況に対応した運営力向上への支援

　まちづくり協議会を安定的に運営していけるよう、業務の合理化とともに、運営力向上への

支援を行います。

①　負担軽減に向けた業務の見直し・合理化 　　

　事業及び会議等の見直しや、活動の振り返りによる適切な人員配置など、まちづくり協議

会の運営における役員の負担軽減に向け合理化が図られるよう支援します。

②　総務・企画・広報部門の運営力向上への支援 　

　行政は、各種業務の効率化・高度化に向けたスキルの習得を目的とした各種講座を開催し、

事務局運営のガイドラインを提示します。また、まちづくり協議会の事務局運営マニュアル

の作成による組織運営力向上への取り組みを支援します。

施策 2）地区の課題解決に向けた計画的な事業実施と評価の支援

　まちづくり行動計画が、より効果的で実効性が高くなるよう支援します。

①　まちづくり行動計画の推進支援 　　

　まちづくり協議会の活動が、まちづくり行動計画に基づいた課題解決型活動へ転換してい

くため、事業計画の策定及び事業の評価と検証など、まちづくり協議会全体で進捗状況の把

握ができるよう、仕組みづくりを支援します。

協働

支援

協働
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施策 3）地区の拠点の環境整備推進

　地区まちづくり活動の拠点であるまちづくりセンターが、住民等に身近で使い勝手が良くな

るよう施設整備を推進します。

①　地区の拠点の整備推進 　 

　地区まちづくり活動の拠点としての機能を担っているまちづくりセンターを誰もが使いや

すい施設とするため、（仮称）富士市地区まちづくりセンター個別施設計画を策定し、まち

づくり室＊ 12 の整備や、ユニバーサルデザイン化、ＩＣＴ環境の整備を推進します。

施策 4）庁内調整連携体制の整備

　まちづくり協議会の自主性を尊重し、自律的な地区運営を促進するため、庁内調整連携体制

を整備します。

①　行政への手続きの合理化 　 

　地区団体から行政への事務手続を簡素化、迅速化するため、電子申請の拡充などＩＣＴを

活用し利便性の向上を推進します。

②　行政窓口の整理 　 

　まちづくり活動が円滑に進められるよう、行政から地区団体に対する依頼要請事項の窓口

を整理するとともに、地域への依頼ガイドラインを策定し、地区団体の負担軽減を進めます。

行政

行政

行政



39

２　総合的な施策

　個別施策を横断する総合的な施策として、「（1）包括的な施策展開による力強い地区まちづ

くり活動の推進」「（2）地区住民と行政の協働で牽引する富士市の地区まちづくり」「（3）行政

内の体制整備」を併せて実施します。

（1）包括的な施策展開による力強い地区まちづくり活動の推進

　持続可能な地域コミュニティ形成を推進するため、個別施策を有機的に組み合わせるほか、

地区特性に応じた地区まちづくり活動の支援を推進するとともに地域コミュニティと行政の連

携、協働を進めます。

1）　地区住民主体のまちづくりセンター運営　〜指定管理者制度の導入 

　地区住民主体の、自律したまちづくり活動を推進していくため、地区の拠点であるまちづ

くりセンターの管理運営をまちづくり協議会が担い、効果的な施設活用・運営を進める指定

管理者制度を希望する地区に導入していきます。

　また、まちづくりセンターの円滑な管理運営だけでなく、地区の課題解決に向けて住民ニー

ズに対応した柔軟な運用ができるよう、まちづくり協議会と行政が協働してまちづくりセン

ターの使用ルールを検討します。

　さらに、管理運営を担う地区まちづくり協議会に対し、幅広い活動資金確保や事業企画、

情報集約、人材育成、組織運営などについて、多角的な支援を行い、自律的な地区運営の拠

点としての機能向上を図ります。

2）　まちづくり活動の事業化推進 

　地区の課題解決に向けた活動に経済循環を取り入れ、持続的な取組にしていくためコミュ

ニティビジネスの導入を推進します。

　また、地区の課題解決に必要な資金を獲得するために、クラウドファンディングやふるさ

と納税＊ 13 の仕組みの導入を検討します。

　さらに、経済的な成果だけでなく、関わる人のやりがいや楽しさ、地区への愛着の醸成や

まちづくり協議会の認知度の向上を図ります。
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3）　情報プラットホームづくり〜ＩＣＴ導入 

　地区団体や行政から地区住民への円滑な情報提供だけでなく、住民からの情報発信、住民

間のコミュニケーションや交流促進、地区内の各種情報の共有などを可能にするＩＣＴを活

用した情報プラットホームづくりを進めます。地区内に情報プラットホームを整え、平時か

ら活用することで、災害などの緊急時に迅速な情報伝達ができるよう活用するほか、地区内

で情報を共有し、蓄えられた情報を編集・分析することで地区の課題解決に繋げていきます。
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4）　まちづくり協議会の組織改革 

　持続可能な地域コミュニティづくりに向けては、まちづくり協議会と町内会・区等の役割

を明確にし、分担していくことが必要です。これまでの活動成果を検証するとともに、地区

の実情や住民の声などの的確な把握・分析をし、地区目標の達成を進めるための体制づくり

について、まちづくり協議会と行政が協働して研究を進めます。

図表 8　地区まちづくり協議会の概念図

 

※上記概念図は参考例です。各地区では、地区の特性や活動体制を踏まえた組織づくりが行

　われています。
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図表 9　部会構成団体（例）

部会分野　 団体名・委員名

防 災 分 野

自主防災会

地域防災指導員

消防団分団

水防団分団

安 全・ 安 心 分 野

生涯学習推進会（安全教育部）

交通安全指導員

交通安全協会

地域安全推進員

青 少 年 育 成 分 野

生涯学習推進会（青少年育成部）

小中学校ＰＴＡ

子ども会世話人連絡協議会

放課後児童クラブ運営委員会

青少年指導委員

体 育 保 健 分 野

生涯学習推進会（体育保健部）

スポーツ推進委員

健康推進員

食生活推進員

文 化 教 養 分 野
生涯学習推進会（成人教育部）

男女共同参画地区推進員

福 祉 分 野

地区福祉推進会

民生委員・児童委員

悠容クラブ（老人クラブ）

保護司会

女性団体

環 境 分 野

環境衛生自治推進協会

公園愛護会

ごみマイスター

緑化指導員

花の会

　これらの地区団体等は、分野ごとの施策を市内全域で推進するため組織されています。その

ほかに、各地区固有の課題のために組織される団体もあります。「地域コミュニティ交通サポー

ト組織」、「岩本山・雁堤活用会議」、「たらい流し祭り事業」、「ほんの少しの困りごとを地域住

民の支え合いで支援する生活支援体制整備事業第 2 層協議体」などがこれに当たります。
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（2）地区住民と行政の協働で牽引する富士市の地区まちづくり

　地区間の繋がりを深めながら、地区住民と行政が、将来にわたって持続可能な地域コミュニ

ティについてともに学び、考え、広く発信します。

1）　地区住民と行政がともに考え・学ぶプラットホームづくり 

　本市の目指す自律的な地域コミュニティづくりをより深く理解し、実践していくため、先

進的な事例や各地区の活動状況などを地区住民と行政が共有します。

　また、課題解決型の地域づくりに向けた協働のルールづくりを進めるため、会計ガイドラ

インや地区団体と行政との情報伝達ルートの明確化、まちづくり活動に関する各種手続き等

の合理化などについて協議する場を、まちづくり協議会と共に設置します。

2）　地区間の連携 

　各地区のまちづくり活動に関する情報を共有し、類似した特性を持つ地区間や個々の地区

だけで対応することが困難な共通した課題を抱える地区間で連携する場を設置します。

3）　外部連携の推進 

　地区の課題は多様化、複雑化しているため、行政だけでなく、民間企業やＮＰＯなど外部

組織の人材の活用、資金の獲得、活動の連携を進めます。

4）　市内外への情報発信 

　本市の地区まちづくり活動の推進の進捗状況や成果をとりまとめ、様々なメディアを活用

して市内外に広く発信します。
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（3）行政内の体制整備

　自律的な地域コミュニティの実現のため、行政は組織を挙げてその支援を推進するための体

制を整備します。

1）　全庁的な情報共有の体制の整備 

①地区まちづくり協議会との協働を推進する全庁的な会議体の創設

　地区運営が円滑に行えるよう、まちづくり課を中心とした会議体を創設します。

　会議体では、まちづくり協議会による地域内分権への方向性の確認と行政各部署の地区と

の円滑かつ合理的な関わり方について検討し、まちづくり課の位置付けと各部署の役割分担

を進め、情報共有、事業連携など庁内体制を明確にします。

　さらに、まちづくり課に集まる地区情報の中から、共有すべき問題や課題などを精査し、

行政施策に反映できるよう検討します。

②まちづくりセンター長会議の機能強化

　各地区まちづくり活動の情報を円滑に集め、成果や課題を確認し、全地区で有効に活用で

きるよう、まちづくりセンター長会議を開催します。

2）　地区支援体制の強化 

　行政が保有する情報をはじめ、まちづくり活動の参考となる情報の収集を行い、地区団体

に提供するとともに、職員のまちづくり活動に対する支援スキル向上を図ります。

①情報収集と提供および活用支援

　行政は、各部署が保有する統計データなどの各種情報に加え、それらを地区まちづくり活

動に必要な事例やトレンド情報を積極的に収集するとともに一元的に管理し提供します。

　また、地区の状況を示す統計等のデータは「地区カルテ」として編集し、地区まちづくり

活動の方向性を検討する論理的根拠として提供します。

②まちづくりセンター職員の支援スキル向上

　まちづくりセンター業務を担う、市職員及び地区雇用職員への研修等を行い、地区まちづ

くり活動の企画支援スキル向上に努めます。

　市職員がまちづくり活動への関わりを深めていくために、新たなまちづくり地区担当班制

度の研究を進めます。
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第５章　計画推進について

１　推進体制

　まちづくり協議会をはじめ、住民や地域コミュニティ活動団体に本計画を周知し、目標像の

共有を図るとともに、各地区の状況を踏まえながら、地区まちづくり活動の効果等を確認し、

計画の推進に取り組みます。

２　進捗管理

　地区の活動状況やまちづくり行動計画の進捗評価を踏まえ、目標像に基づいた事業が実施で

きるよう年度レビューを行い、計画の進捗管理を行います。また、客観的な視点から進捗状況

を確認するため、（仮称）富士市まちづくり活動推進審議会を新たに設置します。審議会では

ＰＤＣＡサイクルにより、進捗管理・評価だけでなく、計画の見直しや更新を含めた総合的な

管理を進めます。

図表 11　ＰＤＣＡサイクル
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３　中長期を見据えた伴走支援による取組の推進

　これまで各地区において、主体的かつ自発的に行われてきた地区まちづくり活動の取組を活

かし、更に発展させていくためには、短期間での地区役員交代による引継ぎ不足や事業の停滞

を防ぐことが必要です。また、役員の長期間にわたる固定化は、安定した組織運営につながる

一方、新しい事業へのチャレンジや新たな担い手が育成されにくい一面もあり、役員選出が円

滑に行われる仕組みを作ることが必要です。

　また、将来的な支援として、まちづくり協議会の法人化を見据えた組織整備も視野に入れる

必要があります。

　一方、行政から地区へ依頼する事項が多様化し、地区役員の負担感が増しています。地区と

行政が対等な関係を維持していくためには、行政内において、地区に関わる情報や課題を共有

し、地区への過度な依頼や業務分担が行われないよう調整する横断的な仕組みと行政内の人的・

財政的支援体制を整える必要があります。

　さらに、市職員は、地区まちづくり活動の意義を理解するとともに、自身がまちづくり活動

の担い手となり、地区と行政との協働を実際に体感し、意識（志）を高めていくことが必要です。

　このことから、地域コミュニティと行政のパートナーシップに向け、行政からの一律的な支

援に留まらず、地区に応じたきめ細かな支援を提供する伴走支援により取組を推進します。
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用語解説

1. 地域と地区 「地域」は、かなり広い面的な範囲から狭い範囲まで土地の広
がりを示す言葉であり、使われる場面、視点によってイメージ
が異なります。
本計画においては、「地区」より狭い「町内会・区」、また、そ
れより広い「合併前の旧市町」「中学校区」などを指す場合が
あります。
一方、「地区」は、日常の近隣生活圏として、通常、徒歩で行
き来できる範囲、概ね小学校区の範囲を「地区」として位置付
けています。

2. 地域内分権 地域内分権とは、住民の生活の質の向上や地域の発展に繋げる
よう、行政から地域に対して権限移譲することです。
本計画で目指す地域内分権は、各地区の実情に合った行政サー
ビスの提供といった行政内部の改革（全庁的な情報共有の体制
の整備、地区住民主体のまちづくりセンター運営、包括補助金・
地区に裁量権のある交付金など）とともに、まちづくり協議会
と行政がまちづくりのパートナーとして適切な役割分担により
課題を解決していく、協働によるまちづくり活動を推進するも
のです。

3. 地域自治 地域の関わる様々な問題について、情報を共有し、地域におけ
る多様な主体が役割を明確にして、問題解決をしていく仕組み
です。

4. パートナーシップ 持続可能な地域コニュニティづくりの観点から、地域に密着し
た公共サービスを提供していく上で欠かせない考え方です。地
区と行政がまちづくりのパートナーとして、適切な役割分担に
よって課題を解決していくことができるよう、具体的な仕組み
が検討され、互いにやるべきことがわかっている状態を言いま
す。

5. ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development 
Goals）とは、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで加盟国
の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい世界
を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットから構
成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

6. ＩＣＴ 情報通信技術（Information and Communication Technology）
の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報
処理だけでなく、インターネットのような通信技術を利用した
産業やサービスなどの総称です。
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7. コミュニティビジネス コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手
法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金
を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、
働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に
寄与するものと期待されています。

8. クラウドファンディング 群衆を意味する「クラウド（crowd）」と資金調達を意味する
「ファンディング」からできた造語。インターネットを利用し
て事業に賛同した不特定多数の人から小口のお金を集めるのが
特徴です。

9. 市役所プラン 富士市立高校の探求プログラムである「究タイム」において、
2 年生の全生徒が、地域の課題を発見し、その解決を目指して
何ができるか、半年間じっくりと向き合う学習です。生徒が自
分の興味や関心を基にグループを組み、本市の課題解決（魅力
創出）のためのアイデアを考え、プランにまとめた上で市役所
の方や地域の方に提案します。

10. ＳＮＳ Social Networking Service（Site）の略。インターネット上で
友人を紹介しあって、個人間の交流を支援するサービス（サイ
ト）。誰でも参加できるものと、友人からの紹介がないと参加
できないものがあります。

11. 地区カルテ 各地区の将来の人口推計や健康データ、地域資源情報などをと
りまとめ、「データとして見える化」したものです。地区の情
報や将来の姿を共有し、課題解決に向けた取り組みを考えてい
くためのツールとして活用します。

12. まちづくり室 地区まちづくりセンターにおいて、地区まちづくり活動の拠点
となる場として、主にまちづくり活動団体が使用することがで
きる部屋のことです。

13. ふるさと納税 自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これか
ら応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふる
さと」へ貢献するための制度です。住所地へ納税する住民税を
実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用
していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み
合わせたものです。
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①富士市地区まちづくり活動推進条例

平成２８年１０月１１日　　

（  条 例 第 ３ ８ 号  ）　

　雄大な富士山に抱かれた、私たちのまち、富士市における住民主体の地区まちづくり活動は、

これまで多くの先人たちの英知により、豊かに、また、活発に行われてきた。

　地区それぞれの特色を生かし、長年積み重ねてきた独自の活動の数々は、多くの人々の心の

中に地域愛を育み、地域を愛する人々のつながりが地域の力を高め、富士市の活力の源となっ

た。

　今を生きる私たちには、まちの未来を明るく、魅力あふれるものにしていくために、この活

力ある地区まちづくり活動を次の世代へと確実につなぐ務めがある。

　しかしながら、本格的な人口減少・少子高齢社会の到来、居住形態や生活様式の多様化など

から、人と人との距離が広がり、市民の地域への関心が低下することにより、地域コミュニティ

が希薄化していくことが危惧されている。

　今後、様々な地域課題に直面したとしても、こうした課題を解決するためには、「地域の課

題は地域が解決する」という地区まちづくり活動の意義を市民一人ひとりが認識するとともに、

地区の市民等と行政とが連携して地域コミュニティの活性化に取り組んでいくことがますます

重要となってきている。

　また、活発な地区まちづくり活動を続けていくためには、年齢や性別、あるいは団体や組織

等の垣根を越えてお互いを尊重し、それぞれの特性を生かして力を合わせていくことが必要と

なる。

　私たちはここに、将来にわたり活力あふれる地域コミュニティの実現に向けて、誰もが誇り

を持ち、生き生きと活躍することができる、住民主体の地区まちづくり活動を推進していくた

め、この条例を制定する。

（目的）

第１条　この条例は、地区まちづくり活動の推進に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務

を明らかにするとともに、まちづくり協議会、市の支援等に関し必要な事項を定めることに

より、持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地区まちづくり活動を推進する

ことを目的とする。
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（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　地区　おおむね小学校の通学区域を範囲とする区域をいう。

⑵　市民等　次に掲げるものをいう。

ア　市内に居住し、通勤し、又は通学する者

イ　アに掲げる者で構成される団体

ウ　市内に事務所を有する法人その他の団体（イの団体を除く。）

⑶　地域コミュニティ　一定の区域における市民等相互のつながりを基礎とする地域社会を

いう。

⑷　地区まちづくり活動　地区の市民等が相互に協力して地域コミュニティの活性化に寄与

するために行う自主的な活動をいう。

（基本理念）

第３条　地区まちづくり活動は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

⑴　市民等が自発的かつ主体的に取り組むこと。

⑵　市民等がまちづくりの担い手として、等しく参画する権利を有すること。

⑶　市民等と市が対等な関係でお互いの役割を理解して協働すること。

（市の責務）

第４条　市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民等の自主性を尊重しつつ、地区まちづ

くり活動の活性化を図るため、必要な施策を実施するものとする。

２　市は、前項の施策の実施に当たり、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。

３　市は、市民等が地区まちづくり活動を円滑に推進するために必要な支援を行うものとする。

（市民等の責務） 

第５条　市民等は、第３条に規定する基本理念に基づき、自ら地区の生活環境に対する関心を

高めるとともに、地区まちづくり活動に参画するよう努めるものとする。

（まちづくり協議会の組織等）

第６条　市民等は、地区まちづくり活動を中心的かつ主体的に行うため、各地区において自主

的にまちづくり協議会を組織するものとする。

２　まちづくり協議会を組織するに当たり必要な事項は、次のとおりとする。

⑴　地区における相当数の市民等をもって構成されていること。

⑵　規約を定めていること。

⑶　規約等の変更、役員の選任その他の重要事項を民主的な手続により決定することが規約

等に定められていること。

⑷　まちづくり行動計画（地区の課題解決に向けて計画的な事業運営を進めるために必要な

事項を定めた計画をいう。）が策定されていること。
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（まちづくり協議会の活動拠点）

第７条　まちづくり協議会の活動拠点は、地区まちづくりセンターとする。

（まちづくり協議会の取組に関する基本的事項）

第８条　まちづくり協議会が地区の課題解決に向けた活動に取り組むに当たっては、次に掲げ

る事項を基本とする。

⑴　地区の特性を生かした主体的な活動を推進すること。

⑵　市民等が参画しやすく、透明性の高い運営を行うこと。

⑶　次代を担う人材を育成すること。

⑷　市民等が絆
きずな

を深めるための交流を促進すること。

⑸　地区内外で活動する団体等と相互に連携すること。

（まちづくり協議会と市の役割分担）　

第９条　まちづくり協議会は、地区まちづくり活動を推進し、市は、まちづくり協議会だけで

は解決が困難な課題に対する地区まちづくり活動を補完するものとする。

（市の支援）

第 10 条　市は、まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

⑴　地区まちづくり活動に関する財政的支援

⑵　次代を担う人材の育成に関する支援

⑶　地区まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供

⑷　事務局機能の充実に関する支援

　　　附　則

この条例は、平成２８年１１月１日から施行する。
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②各地区の人口分布
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③地区特性の類型

１　目的

　（１）人口・世帯を基礎に現況と将来予測をもとに、地区活動の推進力となる人に視点をあ

てた基礎資料（令和２年、将来予測（令和 14 年））

　（２）２６地区の特性把握と分類による、多様な施策に向けた基礎資料

（一くくりにできない施策、事業の根拠のために、今後の地区別話し合いの材料に）

２　地区特性把握の分類

　（１）人口特性

　　１）令和 14 年（予測値）における地区人口増減率

　　２）令和 14 年（予測値）における 14 歳以下・65 歳以上の割合

　　　①分布図

　　　②分散図

　　３）人口指標による地区特性

　（２）国勢調査の産業別就業者割合の分類

　（３）地区別持ち家率

　（４）住民意向による地区特性（地域福祉アンケート調査）

　（５）総合的な地区特性の分類

資料

（１）人口、世帯は市統計資料及び市提供の人口予測値

（２）持ち家、産業別就業分類は H27 年国勢調査

（３）地元愛、定住、活動参加は市地域福祉アンケート（Ｒ１年 10 月）

　　　地元愛　問２居住地が好きか「好き」「どちらかといえば好き」無回答除

　　　定住性　問 11 住み続けたいか「住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」無回答除

　　　参加性　問４参加・協力「よくしている」「ある程度している」無回答除
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0

増加地区

減少地区 -5％以下

-5％～ -10％以下

-10％～ -20％以下

-20％～ -30％以下

吉永北

富士見台

浮島

富士川

富士川

駿河湾

大淵

天間

鷹岡

岩松北

岩松

丘 広見
青葉台

富士見台

神戸

浮島
吉永

元吉原

今泉
吉原

伝法
富士北

駅北

駅南

富士南

田子浦

須津
松野

富士川

0 5ｋｍ

Ｎ

原田

人口増減率

R2 R14

2020 2032

青葉台地区 9,067 10,621 17.1%

富士北地区 8,784 9,362 6.6%

丘地区 13,702 14,485 5.7%

富士南地区 17,406 18,267 4.9%

吉原地区 12,312 12,462 1.2%

岩松地区 10,134 9,953 -1.8%

田子浦地区 14,612 14,324 -2.0%

天間地区 6,567 6,394 -2.6%

富士駅北地区 12,672 12,207 -3.7%

岩松北地区 10,049 9,436 -6.1%

神戸地区 3,748 3,500 -6.6%

吉永地区 7,367 6,757 -8.3%

鷹岡地区 12,687 11,594 -8.6%

富士駅南地区 11,963 10,832 -9.5%

今泉地区 12,675 11,447 -9.7%

原田地区 6,770 6,084 -10.1%

伝法地区 12,172 10,718 -11.9%

須津地区 11,050 9,466 -14.3%

大淵地区 12,846 10,950 -14.8%

松野地区 6,908 5,885 -14.8%

広見地区 12,450 10,206 -18.0%

元吉原地区 7,705 6,206 -19.5%

富士見台地区 6,014 4,712 -21.7%

富士川地区 8,438 6,410 -24.0%

吉永北地区 2,844 2,160 -24.1%

浮島地区 1,563 1,128 -27.8%

富士市 252,505 235,565 -6.7%

地　　　区 増減率

■地区特性

　（1）　人口特性

１）令和 14 年（予測値）における地区人口増減率 

　　  令和２年と令和 14 年（予測）の増減分布
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Ｎ

14 歳以下 10％以下かつ６５歳以上 30％台

14 歳以下 10％i 以上かつ６５歳以上 20％台

14 歳以下 10％以下かつ６５歳以上 40％台

14 歳以下 10％以下かつ６５歳以上 20％台

14 歳以下 10％以上かつ６５歳以上 30％台

富士川

駿河湾

吉永北

大淵

天間

鷹岡

岩松北

岩松

丘 広見
青葉台

富士見台

神戸

浮島
吉永

元吉原

今泉
吉原

伝法
富士北

駅北

駅南

富士南

田子浦

須津
松野

富士川

5ｋｍ

Ｎ

原田

少子高齢化地区予測

14歳以下 65歳以上 14歳以下 65歳以上

浮島地区 9.0% 35.4% 6.0% 46.4%

吉永北地区 9.1% 31.0% 6.9% 43.8%

富士川地区 9.9% 35.7% 7.5% 40.5%

元吉原地区 8.7% 34.4% 7.5% 40.2%

富士見台地区 11.6% 34.0% 8.5% 39.2%

松野地区 11.1% 33.5% 9.2% 36.8%

広見地区 11.9% 29.2% 8.8% 36.6%

今泉地区 12.0% 27.1% 9.0% 31.8%

鷹岡地区 11.5% 29.4% 9.5% 31.4%

伝法地区 12.8% 26.4% 9.5% 30.7%

須津地区 12.8% 30.1% 10.2% 35.9%

大淵地区 11.5% 32.2% 10.4% 35.4%

原田地区 12.5% 28.5% 11.1% 32.1%

神戸地区 12.8% 29.0% 10.5% 32.1%

吉永地区 11.6% 29.1% 10.4% 31.5%

吉原地区 10.1% 29.5% 10.2% 30.8%

田子浦地区 12.0% 25.3% 10.4% 28.1%

岩松地区 14.6% 24.9% 11.1% 27.2%

岩松北地区 15.8% 23.5% 10.8% 26.5%

富士北地区 14.6% 22.7% 11.9% 24.7%

富士南地区 13.8% 23.9% 11.4% 24.2%

丘地区 15.0% 23.2% 12.1% 24.0%

青葉台地区 13.7% 22.9% 13.4% 22.9%

天間地区 11.8% 30.2% 11.4% 28.6%

富士駅北地区 12.2% 23.9% 9.9% 28.4%

富士駅南地区 12.4% 24.7% 9.4% 29.8%

富士市 12.4% 27.6% 10.2% 31.7%

地　　　区
R2 R14

２）　令和 14 年（予測値）における 14 歳以下・65 歳以上の割合 

　①分布図
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②　分散図

■市の値を１とした場合の各地区の位置

1.　65 歳割合が 1.25 以上、14 歳以下割合が

0.75 以下

浮島地区、吉永北地区、富士川地区

元吉原地区

2.　65 歳割合が 1.15 以上、14 歳以下割合が１以下

富士見台地区、松野地区、広見地区

3.　65 歳割合が 1.0 以上、14 歳以下が１以上

須津地区、大淵地区、原田地区、神戸地区

4.　65 歳割合が 1 以上、14 歳以下割合が 1 以下

今泉地区

5.　65 歳割合が 1 未満、14 歳以下割合が 1 以上

吉原地区、吉永地区、田子浦地区、岩松地区

岩松北地区、富士北地区、富士南地区

丘地区、青葉台地区、天間地区

6.　65 歳割合が 1 未満、14 歳以下割合が 1 以下

富士駅南地区、富士駅北地区、鷹岡地区、伝法地区
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３）　人口指標による地区特性 

・市の値を 1 とした場合の各地区の人口増減　Ｒ 14 ／Ｒ 2 年、Ｒ 14 年予測値（14 歳以下、65

歳以上）
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（２）　国勢調査の産業別就業者割合の分類

　　産業別就業者割合から地区類型を行う。

類型 地区名

３次就業系が強い 吉原　　富士駅北　　富士駅南
２次就業系が強い 原田 天間　（特に）田子浦 
就業別割合が均等

伝法　　元吉原　岩松　　鷹岡　　岩松北　富士川
吉永　　吉永北　青葉台　松野　　富士北

混在２次・３次系強 （特に）今泉　広見　富士見台、（やや）丘　富士南

１次就業系が強い 浮島 須津 大淵 神戸
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（３）　地区別持ち家率　

1　90％以上の地区

　　浮島地区、吉永北地区

2　80％以上の地区

　　元吉原地区、須津地区、大淵地区

　　神戸地区、松野地区

3　70％の地区

　　富士川地区、原田地区、鷹岡地区

　　天間地区、吉永地区、今泉地区

4　60％の地区

　　丘地区、吉原地区、青葉台地区

　　富士南地区、広見地区、岩松地区

　　伝法地区、　岩松北地区、田子浦地区

　　富士北地区

5　50％台の地区

　　富士駅北地区、富士駅南地区

　　富士見台地区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料　Ｈ 27 年国勢調査加工

　

地区名 世帯数 持(家世帯 持(家率 指標

浮島地区 /01 /23 12456 54/70

吉永北地区 21; 2// 1;406 54;<7

松野地区 ?@/?/ ?@731 0/416 54?;5

大淵地区 3@?70 /@;/5 0;4/6 54?70

須津地区 ;@<70 ?@1<0 0?4;6 5451?

神戸地区 5@;/< 5@71< 054/6 54507

元吉原地区 ?@1;1 ?@;<3 07436 545<<

富士川地区 ;@511 ?@332 21416 54531

原田地区 ?@;</ 5@0/1 204?6 545;/

鷹岡地区 /@;<5 ;@?/; 2/4/6 54720

天間地区 ?@31< 5@010 2;456 547<7

吉永地区 ?@232 ?@775 2?4<6 5473?

今泉地区 /@273 ;@;;? 27406 547?<

丘地区 ;@033 ?@<5? <2406 7410?

吉原地区 3@533 ;@/?< <<436 741<;

青葉台地区 ;@?73 ?@551 <<456 74130

富士南地区 <@2?/ /@;1/ <34;6 741/2

広見地区 /@2;5 ;@707 <3456 741//

岩松地区 ;@/13 ?@?;< </476 741?2

伝法地区 /@2?? ;@75/ <;406 741?3

岩松北地区 ;@;<< ?@573 <?436 7417<

田子浦地区 3@/71 ;@;<< <?4?6 7417?

富士北地区 ?@1<< 5@0?< <54<6 7401?

富士見台地区 ?@32< 5@3;< 314<6 740</

富士駅南地区 /@?57 ?@;/2 33426 74070

富士駅北地区 3@?;3 ?@201 3;4;6 7422?
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（４）　住民意向による地区特性（地域福祉アンケート調査）

　　※無回答を除く

　　地元愛　問 2 居住地が好きか　「好き」「どちらかといえば好き」

　　定住性　問 11 住み続けたいか　「住み続けたい」「どちらかといえば住続けたい」

　　参加性　問 4 参加・協力　「よくしている」「ある程度している」
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（５）　総合的な地区特性の分類

　人口指標および産業別就業状況、持ち家率、アンケートによる地域愛、定住、活動参加の意

向を総合し、地区を分類する。

　　

分類 地区名
将来人口
増減傾向

将来
少子高齢化

産業別就業状況
持ち
家率

アンケートによる地域愛、
定住、活動参加の意向

A

A-1

富士駅北地区

微減傾向
（0-5％以下）

14 歳 10% 台
65 歳 20% 台
吉原 30%

第 3 次産業
就業者大

50%

地域愛、定住、活動
参加の意向が大きい

田子浦地区
第 2 次産業
就業者大

60%

岩松地区
各産業就業者
割合ほぼ均等

天間地区 第 2 次産業就業者大 70%

岩松北地区
減少傾向

（5-20％）
各産業就業者
割合ほぼ均等

60%

A-2

吉原地区
微増傾向
（1％台）

第 3 次産業就業者大

丘地区

増加傾向
（5-7％台）

第 2 次・3 次産業
就業者割合大

富士北地区
各産業就業者
割合ほぼ均等

富士南地区
第 2 次・3 次産業

就業者割合大

青葉台地区
増加

（17％以上）
各産業就業者
割合ほぼ均等

A-3

富士駅南地区

減少傾向
（5-20％）

14 歳 10% 前後
65 歳 30% 台

第 3 次産業就業者大 50%
活動参加意向は大きく、地
域愛と定住意向のどちらか
が大きい

今泉地区

各産業就業者
割合ほぼ均等

70%

鷹岡地区

吉永地区

原田地区
第 2 次・3 次産業

就業者割合大

神戸地区 第 1 次産業就業者大

80%
伝法地区

各産業就業者
割合ほぼ均等

A-4

広見地区 14 歳 10% 前後
各産業就業者
割合ほぼ均等

60% 活動参加意思が大きい

松野地区

65 歳 30% 台 80%須津地区
第 1 次産業就業者大

大淵地区

B

B-1

元吉原地区

減少
（20％以上）

14 歳 10% 以下
65 歳 30 〜 40% 前後

各産業就業者
割合ほぼ均等

80%
定住意向が大きいが、活動
参加意向が低い

富士川地区

富士見台地区
第 2 次・3 次産業

就業者割合大

B-2
浮島地区 14 歳 10% 以下

第 1 次産業就業者
割合大

90%
地域愛、定住、活動参加と
も意向が低い

吉永北地区 65 歳 40% 台



70

　　人口クラスター分析結果図
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分類

総合的判断による地区分類図
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④富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画懇話会

富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画懇話会開催要領

　（趣旨）

第１条　富士市地区まちづくり活動推進条例の趣旨に鑑み、持続可能な地域コミュニティづく

りの実現に向けて、富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画を進めるにあたり、住民

主体の地区まちづくり活動のあり方や、まちづくり協議会に対する市の支援策等について幅

広く意見又は助言を求めるため、富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画懇話会（以

下「懇話会」という。）を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

　（意見等を求める事項）

第２条　懇話会において､ 意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。

（1）　富士市まちづくり活動推進計画第２次実施計画の進捗状況に関すること。

（2）　まちづくり協議会と行政の協働のあり方に関すること。

（3）　まちづくり協議会に対する市の支援策に関すること。

（4）　その他地区まちづくり活動の活性化のために必要な事項

　（参加者）

第３条　市長は、次に掲げる者のうちから、懇話会への参加を求めるものとする。

（1）　識見を有する者

（2）　関係団体から推薦を受けた者

（3）　市内に居住する者で、公募により選考された者

（4）　その他市長が必要と認める者

２　前項の場合において、市長は、原則として、同一の者に継続して懇話会への参加を求める

ものとする。

　（運営）

第４条　懇話会の参加者は、互選により懇話会を進行する座長及び副座長を定めるものとする。

２　副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、懇話会の進行を代理する。

　（開催期間）

第５条　懇話会の開催期間は、４年間を目途とする。

　（庶務）

第６条　懇話会の庶務は、市民部まちづくり課において処理する。

　（委任）

第７条　この要領に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は、市長が別に定め

る。

　　　付　則

この要領は、平成２９年１１月１日から施行する。
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富士市まちづくり活動推進計画　第２次実施計画懇話会　審議経過

回 日　時 場　所 内　容

第１回
平成30年3月9日（金）

19：00～

富士市庁舎

8階政策会議室

・まちづくり活動推進計画第２次実施計画懇話会

開催要領について

・座長・副座長の選任

・まちづくり活動推進計画（第２次実施計画）に

ついて

第２回
平成30年3月27日（木）

19：00～

富士市消防防災

庁舎 3階作戦指

令室兼会議室

・第２次実施計画（平成29年度の取組）について

・第２次実施計画（平成 30年度の取組）について

担い手育成事業、まちづくり交流会

まちづくり協議会の事務局運営、運営手法の検

討

第３回
平成31年2月27日（水）

19：00～

富士市庁舎

8階政策会議室

・第２次実施計画（平成 30年度の取組）について

担い手育成事業、まちづくり交流会

地区まちづくりセンターの運営手法の検討

・第２次実施計画（平成 31 年度の取組）について

まちづくり協議会認知度ＵＰラジオ放送事業

次期まちづくり活動推進計画について

第４回
令和元年9月 26日（木）

19：00～

富士市庁舎

8階政策会議室

・第２次実施計画（平成 30年度の取組）について

・第２次実施計画（令和元年度の取組）について

人材育成事業（会計講座）

まちづくり交流会（実行委員会方式）

次期まちづくり活動推進計画・各地区次期まち

づくり行動計画の策定及び地区まちづくりセン

ターの指定管理者制度について

・今後のスケジュールについて

第５回
令和2年2月18日（火）

19：00～

富士市庁舎

8階政策会議室

・第２次実施計画（令和元年度の取組）について

各地区次期まちづくり行動計画検討会

次期まちづくり活動推進計画の検討

まちづくりセンター指定管理者制度導入説明会

人材育成事業（広報講座、会計講座）

まちづくり交流会

まちづくり協議会認知度ＵＰラジオ放送事業

第２次実施計画（令和2年度の取組）について
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第６回
令和2年9月25日（金）

19：00～

富士市庁舎 6階

第 1,2 会議室

・第２次実施計画（令和2年度の取組）について

次期まちづくり活動推進計画のスケジュール変

更について

まちづくり協議会活性化補助金の集約

人材育成事業（広報講座、会計講座）

まちづくり交流会（実行委員会方式）

第７回
令和3年2月19日（金）

19：00～

富士市消防防災

庁舎 3階研修室

・第２次実施計画（令和2年度の取組）について

次期まちづくり活動推進計画の検討

各地区まちづくり行動計画の策定状況

まちづくりセンター指定管理者導入

まちづくり交流会（実行委員会方式）

人材育成事業（広報講座、会計講座）

・第２次実施計画（令和３年度の取組）について

まちづくりセンター公共無線ネットワーク

環境設備

まちづくり協議会デジタル推進補助金

第８回
令和3年7月19日（月）

19：00～

富士市教育

プラザ

・第２次実施計画（令和 3年度の取組）について

次期まちづくり活動推進計画の策定について

まちづくり協議会活性化事業

まちづくり交流会（実行委員会方式）

人材育成事業（広報講座、会計講座）

・まちづくりセンターの指定管理者導入について

第９回
令和3年11月12日（金）

19：00～

富士市教育

プラザ

・第２次実施計画（令和 3年度の取組）について

人材育成事業（広報講座、会計講座）

まちづくり交流会（実行委員会方式）

新・富士市まちづくり活動推進計画（案）につ

いて

各地区まちづくり行動計画（案）について

・まちづくり協議会の連合会化について

第 10回
令和4年３月16日（水）

19：00～

富士市消防防災

庁舎 3階研修室

・第２次実施計画（令和３年度の取組）について

人材育成事業（広報講座、会計講座）

新・富士市まちづくり活動推進計画について

各地区まちづくり行動計画について

・まちづくり協議会の連合会化について



74

⑤まちづくり活動推進計画庁内検討委員会

まちづくり活動推進計画庁内検討委員会設置要領

　（設置）

第１条　地区住民主体によるまちづくり活動の活性化を促進するために策定する、まちづくり

活動推進計画（以下「推進計画」という。）の内容について検討するため、まちづくり活動

推進計画庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（所掌事項）

第２条　委員会は､ 次に掲げる事項について、調査し、検討するものとする。

　（1）　推進計画の策定に関すること。

　（2）　地区住民と行政の協働のあり方に関すること。

　（3）　地区団体及び行政の支援策の現状及び課題の整理に関すること。

　（4）　地区まちづくりセンターの指定管理者制度の導入に関すること。

　（5）　補助金等の行政の支援策のあり方に関すること。

　（6）　その他まちづくり活動の活性化のために必要な事項に関すること。

　（構成）

第３条　委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

２　委員長は市民部長、副委員長は市民部まちづくり課長をもって充てる。

３　委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。

　（運営等）

第４条　委員長は、委員会を総括し、必要に応じ委員会を開催する。

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

３　委員長は、必要に応じ、次条のワーキンググループの構成員を委員会に出席させることが

できる。

　（ワーキンググループ）

第５条　第２条に掲げる所掌事項に関して必要な作業を行うため、委員会にワーキンググルー

プを設置する。

２　ワーキンググループのリーダーはまちづくり課長とし、サブリーダーはまちづくり課調整

主幹をもって充てる。

３　ワーキンググループの構成員は、前項に掲げる者のほか、別表第２に掲げる所属の調整主

幹、統括主幹又は主幹の職にある者１名をもって充てる。

４　ワーキンググループには、必要に応じて部会を置くことができる。

５　ワーキンググループのリーダーは、検討の結果を委員会に報告するものとする。

６　ワーキンググループのリーダーは、必要に応じ、関係する課の職員をワーキンググループ

に出席させることができる。
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　（庶務）

第６条　委員会及び担当者会議の庶務は、市民部まちづくり課で処理する。

　（その他）

第７条　この要領に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮っ

て定めるものとする。

　　　附　則

　この要領は、令和元年７月１日から施行する。

別表第１ 　　　　　　　　　　　　　　　　別表第２

　総務部　企画課長 総務部　企画課

　総務部　行政経営課長 総務部　行政経営課

総務部　人事課長 総務部　人事課

総務部　シティプロモーション課長 総務部　シティプロモーション課

総務部　情報政策課長 総務部　情報政策課

　総務部　防災危機管理課長 総務部　防災危機管理課

　財政部　財政課長 財政部　財政課

　財政部　資産経営課長 財政部　資産経営課

　市民部　まちづくり課長 市民部　まちづくり課

　市民部　市民協働課長 市民部　市民協働課

　市民部　市民安全課長 市民部　市民安全課

　市民部　市民課長 市民部　市民課

　市民部　多文化・男女共同参画課長 市民部　多文化・男女共同参画課

　福祉こども部　福祉総務課長 福祉こども部　福祉総務課

　保健部　高齢者支援課長 保健部　高齢者支援課

　環境部　環境総務課長 環境部　環境総務課

都市整備部　都市計画課長 都市整備部　都市計画課

　教育委員会　教育総務課長 教育委員会　教育総務課

　教育委員会　社会教育課長 教育委員会　社会教育課
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新・富士市まちづくり活動推進計画庁内検討委員会検討経過

検

討

委

Ｗ

Ｇ
名　称 日　時 場　所 内　容

第
１
回

第
１
回

庁内検討委員会

ワーキング

グループ

合同会議

令和元年

7 月 30 日（火）

9：30 〜

富士市庁舎

10 階

全員協議会室

・（仮）新・富士市まちづくり活動推進計画

について

・計画策定に係る調査票の作成について

　
第
２
回

ワーキング

会議

令和元年

11 月 26 日（火）

13：30 〜

富士市庁舎 5 階

第 2 会議室

・世論調査・富士市の福祉等に関する市民ア

ンケートの結果

・新・富士市まちづくり活動推進計画に係る

調査の結果

・新・富士市まちづくり活動推進計画の内容

　（骨子案）

・地区まちづくりセンターの指定管理者制度

導入について

　 　

計画策定に係る

関係課への

ヒアリング

令和 2 年

１月 15 日（水）

１月 17 日（金）

１月 20 日（月）

１月 21 日（火）

富士市庁舎 7 階

第 1 会議室

・各課が所管する地区団体、補助金に関する

ヒアリング

　
第
３
回

ワーキング

会議

（書面開催）

令和 2 年

4 月 28 日（火）

9：30 〜

書面開催

・調査票の結果一覧表

・各地区の課題整理（各地区まちづくり行動

計画検討会より）

・新・富士市まちづくり活動推進計画の内容

　（骨子案）

・新・富士市まちづくり活動推進計画策定に

関する各課ヒアリングの結果

　
第
４
回

ワーキング

会議

令和 3 年

4 月 30 日（金）

9：30 〜

富士市

消防庁舎 7 階

大会議室

・まちづくり活動推進計画第１次計画の評価

・新・富士市まちづくり活動推進計画施策体

系案

・新・富士市まちづくり活動推進計画の内容

（骨子案）

　
第
５
回

ワーキング

会議

令和 3 年

7 月 30 日（木）

9：30 〜

富士市庁舎 5 階

第 2 会議室

・新・富士市まちづくり活動推進計画（素

案）について

　
第
６
回

ワーキング

会議

令和 3 年

8 月 31 日（火）

13：30 〜

富士市庁舎 5 階

第 2 会議室

・新・富士市まちづくり活動推進計画（案）

について

第
２
回

第
７
回

庁内検討委員会

令和 3 年

9 月 24 日（金）

9：30 〜

富士市庁舎 10 階

全員協議会室

・新・富士市まちづくり活動推進計画（案）

について

※検討委：庁内検討委員会　ＷＧ：ワーキンググループ
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